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東京税関からのポスターの貼付・周知について(依頼) 

 

 

東京税関からのお知らせです。別紙ポスターを貴機関で貼付するとともに、入学時のオ

リエンテーション等の機会に留学生への周知徹底をお願いいたします。 

 また、個別に税関職員の方から直接留学生に対し説明をお願いしたい場合は、下記に相

談してみてください。 

 他の税関でも直接税関職員の方から説明をお願いしたい場合は、「税関」で検索します

と、全国の税関に広報広聴室(官)が設置されていますので、相談してみてください。 

 なお、このポスターは東京税関で作成されたものですが、内容は全国どこでも起こりう

る事案のため、敢えて全ての日本語教育機関にお知らせすることにしました。ポスターの

使用については、東京税関の了解を得ております。 

 留学生が犯罪に巻き込まれることを防ぐため、積極的に周知徹底されますようご理解・

ご協力の程お願いいたします。 

 

【本件照会先】 

東京税関広報広聴室連絡先 

東京都江東区青海２－７－１１ 東京港湾合同庁舎２F ０３－３５９９－６２６４ 

 


